
　新型コロナウイルスの感染「第5波」は、市内でも、８月には
1日あたりの感染者が過去最多となるなど感染が急拡大しました。
　松本圏域では、保健所、医療機関、医師会とともに医療・診療
体制を整備し、感染者数が一定数増えても医療機関が逼

ひっ
迫しない

よう、診療のフロー（流れ）を確立しています。

基本的な感染対策を続けましょう！

・屋内で会話時は�マスクを正しく着用
・マスクをしていても人との距離は�最低1m確保
・屋内や車内は�十分に換気
・適切なタイミングで�正しく手洗い、手指消毒

松本圏域の診療フロー

ワクチン接種
済みの方も！

受診相談センター

　発熱等の症状がある場合は、まず電
話で「かかりつけ医」などに相談して
ください。かかりつけ医を持たない方
や、土・日・祝日・夜間などの場合は、
電話でご相談ください。

0263‒47‒5670

陽性が判明

医療機関を受診 陽性が判明した方全員が受診します。症状や基礎疾患の有無、
全身状態等により、入院が必要かどうか、医師が判断します。

入院が
必要な方

入院が
必要でない方

・重症

症状が悪化

改善すれば早期
に宿泊療養へ

・中等症Ⅱ

■ 医療機関で治療

市内感染者の療養場所
（ 7月28日～ 9月15日）

■ 宿泊療養（原則）

■ 自宅療養

中信地域に2カ所の宿泊療養施設（令和3
年12月末まで運用予定）が開設されていま
す。看護師が24時間常駐しています。

宿泊施設での療養が難しい事情があり、保
健所長が認めた方が対象です。計測器具が
貸与され、1日 2回の健康観察を行います。
保健所と24時間連絡がとれる体制です。

人工呼吸器、ICU管理

酸素投与、レムデシビル、
ステロイド等

重症度に応じ治療を行います。

コロナに感染しても、重症化しない、
安心して療養ができる体制や環境を整備

●問い合わせ　保健予防課（県松本合同庁舎1階　☎40－0702 ｆ40－0811）

・中等症Ⅰ

・軽症

抗体カクテル療法等
（広報まつもと9月号参照）
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自宅療養
122人
18%

入院（無症状）
6人

入院（軽症）
144人

13人
2%

1%

入院（重症）
2人
0%

宿泊療養
373人
57%

22%

入院（中等症）

3　広報まつもと2021年10月号


